
新市の事務所の位置等検討小委員会

第１回会議資料

日 時：平成１６年４月９日（金） 午後１時３０分～
場 所：粉河ふるさとセンター ２階 視聴覚室

那賀５町合併協議会



会 議 次 第

１ 開 会

２ 委員の紹介

３ 事務局職員の紹介

４ 委員長及び副委員長の選出について

５ 委員長挨拶

６ 会議録署名委員の指名

７ 協議事項

（１）小委員会の運営方針について

（２）新市の名称の選定方法等に関することについて

①新市の名称の選定方法（案）について

②具体的な公募条件の設定について

③新市の名称募集要項（案）について

④新市の名称候補選定基準（案）について

⑤新市の名称に関するスケジュール（案）について

⑥募集チラシ（案）について

（３）新市の事務所の位置の選定に関することについて

①新市の事務所の位置等検討小委員会の審議事項について

②新市の事務所の位置について

③新市の事務所の事務の方式について

④新市の事務所の建設の是非について

８ その他

９ 次回開催日程等について

閉 会10



新市の事務所の位置等検討小委員会委員・事務局職員名簿
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那賀振興局 局 長 堂 本 正 秀
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◆事務局職員

役 職 所 属 氏 名 備 考
事 務 局 長 那 賀 町 黒 田 敏 弘
事務局次長 粉 河 町 奥 谷 敏 夫
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総務課長補佐 貴 志 川 町 栗 本 宗 彦
総務課係長 粉 河 町 中 村 健



委員長及び副委員長の選出について

新市の事務所の位置等検討小委員会の委員長及び副委員長は、那賀５町合併協議会新

市の事務所の位置等検討小委員会規程第４条第２項の規定に基づき、委員の互選により

選出する。

職 名 氏 名 町 名 備 考

委 員 長

副委員長

那賀５町合併協議会新市の事務所の位置等検討小委員会規程

（委員長及び副委員長）

第４条 小委員会に委員長及び副委員長を置く。

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

３ 委員長は、小委員会を代表し、会務を総理する。

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。



（１）小委員会の運営方針について

新市の事務所の位置等検討小委員会の会議の運営等については、那賀５町合併協議会

新市の事務所の位置等検討小委員会規程によるものとし、これらに定める事項以外の小

委員会の会議の運営については、那賀５町合併協議会会議運営規程、那賀５町合併協議

会会議録等閲覧に関する要綱の規定を準用する。

この場合において、これらの規定中「議長」とあるものは「委員長」と読み替えるも

のとする。

小委員会では、那賀５町合併協議会新市の事務所の位置等検討小委員会規程第２条の

規定に基づき、次に掲げる事項について、調査又は審議を行うものとする。

① 新市の事務所の位置の選定に関すること

② 新市の名称の選定方法等に関すること

③ 町名・字名の取扱いに関すること

④ その他必要な事項

・小委員会は、最終の議決機関ではなく、会議の内容、結果については、協議会に報告

し、協議会で決定されます。

合併協議会

付託

・新市の事務所の位置

・新市の名称の選定協 議 会 報告 小 委 員 会

・町名・字名の取扱い

提案 指示

幹 事 会

提案 指示

事 務 局



（２）新市の名称の選定方法等に関することについて

● 基本的な考え方

新設合併とは、５町を廃してその区域をもって、新たな市を置くことであり、５町の法人格

が消滅し、新たな市として１つの法人格が発生するものです （合併特例法第２条第２項：市。

町村合併研究会 逐条解説）

よって５町の名称は全て廃されることになりますので、新市の名称を新たに定める必要があ

ります。なお、名称の定め方については、法律上、特に規定がないことから、基本的には自由

に定めることができます。

新市の名称は、当該地域に住む住民の日常生活に密着しており、住民にとって非常に重要な

もので、地域の歴史・文化の継承や新たな創造に向けて重要な役割を担うものです。

合併により、新市の名称を決めるということは、住民にとっても一番の関心ごとであると考

、 。えられ 合併して誕生する新しい市への期待や思いが新市の名称に反映されることが大切です

● 検討に当たっての留意事項

①名称の書き表し方は、さしつかえのない限り、当用漢字字体表を用いる。当用漢字表以外に

ついても、当用漢字字体表の文字に準じた字体を用いてもよい。

（昭和３３年４月２１日 通知）

②名称の意味するところがあまりにも不穏当なものであるとか、読み方のわからないもの、ま

た、近隣地方公共団体の名称と類似しており、郵便物の配達等に混乱を生ずるおそれのある

もの等は、不適当と思われる。

③「○☆」のような記号を用いたものは、その読み方がはっきりと特定できないので、不適当

と思われる。

ローマ字の場合は、従来から使用されている漢字、ひらがな、カタカナと違い日本の文字で

はないということに注意する必要がある。

④町村が市になった場合は、郡の区域から除外されるため、市の名称については、郡名を冠す

ることができないので、町村以上に団体の識別が、容易であることが求められる。

この点については 「市の設置若しくは、町を市とする処分を行う場合において、当該処分、

により新たに市となる普通地方公共団体の名称については、既存の市の名称と同一となり、

又は類似することとならないよう十分配慮すること」とされている。

（昭和４５年３月１２日付け自治振第３２号自治事務次官通知）

● 市町村名の表し方

①名称を漢字のみで表している市町村

和歌山市、橋本市、海南市ほか全国に多数あり。

②名称をひらがなで表している市町村

むつ市 青森県 つくば市 茨城県 びわ市 滋賀県 いわき市 福島県 えりも町 北（ ）、 （ ）、 （ ）、 （ ） （

海道 、すさみ町（和歌山県 、さぬき市（香川県）） ）

③名称を漢字及びひらがなで表している市町村

あきる野市（東京都）

④名称をカタカナで表している市町村

ニセコ町（北海道 、マキノ町（滋賀県））



● 新市の名称として使用できる名称等

①同じ表記で読み方が異なる場合 （表記が同じ場合）不可

【例】宮崎県日向市（ひゅうがし）→ 日向市（ひなたし）

【例】静岡県清水市（しみずし） → 清水市（きよみずし）

可②異なる表記で読み方が同じ場合

【例】宮城県仙台市（せんだいし）→ せんだい市

【例】埼玉県日高市（ひだかし） → ひだか市

「 」 （ 、 。）③同一又は類似の 町村 が存在する場合 全国的に見て 現在も同様の事例がある可

【例】東京都瑞穂町（みずほまち） → 瑞穂市（みずほし）

【例】奈良県明日香村（あすかむら）→明日香市（あすかし）

（ 、 ） （ ）④外国語を日本語 カタカナ ひらがな等 で表記した場合 理由が明確であればよい可

【例】ＬＯＶＥ→ラブ

【例】ＡＮＤ →アンド

⑤略字及び算用数字等の使用

可「ヶ」の使用 （例）青ヶ島村など

可「々」の使用 （例）小佐々町など

「１２３４５」 （日本語かどうか解釈できない）不可

可⑥通常の読み方と異なる読み方をする場合

【例】永遠市（えいえんし）→（とわし）

【例】宇宙市（うちゅうし）→（そらし）

⑦その他市の名称としてふさわしくないもの

・公序良俗に反する名前

・長すぎる名前

・現在使用していない漢字を使用した名前

【地方自治法】

（地方公共団体の名称）

第３条 地方公共団体の名称は、従来の名称による。

２ 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。

３ 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを

除くほか、条例でこれを定める。

４ 地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらか

じめ都道府県知事に協議しなければならない。

５ 地方公共団体は、第３項の規定により条例を制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該

地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。

６ 都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければ

ならない。

７ 前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の

関係行政機関の長に通知しなければならない。

（市町村の廃置分合及び境界変更）

第７条 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道

府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

（以下省略）



① 新市の名称の選定方法について（案）

合併に関する住民の意識の高揚と住民参加を図るため、新市にふさわしい名称を一般公募に

より募集し、応募作品の内から「新市名候補」を小委員会で数点選定のうえ協議会へ提案し、

最終的に協議会において決定する。

住民の意見・声を募る公募

小委員会で検討し、適当なものを選定検討・選定

合併協議会で決定決定

（検討課題）

ⅰ．具体的な公募条件の設定

ⅱ．新市の名称募集要項の作成

ⅲ．選定基準の作成

ⅳ．募集チラシの作成

ⅴ．具体的な選定手順方法の作成



具体的な公募条件の設定について

検 討 項 目 検 討 内 容 協 議 内 容

応募資格 ①５町の在住者 １．公募対象者の範囲について
②５町の在住・在勤・在学者 ２．応募資格の制限（年齢制限、在
③県内在住者 住、在勤、在学等）について
④全国

応募方法 ①専用応募用紙（切り取って葉書になる １．応募方法の選定について
もの） ２．専用応募用紙の郵送料の負担を
②官製はがき どうするか。
③封書 ・協議会負担
④ＦＡＸ ・応募者負担
⑤ホームページて応募

応募点数の制限 ①応募は１人１点のみとする。 １．応募点数について、１人の応募
②同一人の同一名称の応募は、１点限り 回数について
有効とする。 ２．１枚の用紙に複数の応募が可能
③制限なしとする。 かどうか

応募記載内容 ①新市の名称 １．応募時の記載事項について
②名称のふりがな ２．記載事項に未記入があった場合
③名称の意味又は理由 の取扱いについて
④郵便番号
⑤住所
⑥氏名
⑦年齢
⑧性別
⑨電話番号
⑩その他（勤務先の町名、学校名）

公募期間 平成１６年６月１日（火）～７月１５日 １．公募期間について
（木）の４ ５日間 ２．締め切り条件について
締め切り日
・郵送の場合、締め切り日の消印は有効
とする

・ＦＡＸ、ホームページで応募の場合は
７月１５日の１７時までに到着したも
のを有効とする。

懸賞 懸賞の種類と内容等 １．懸賞を設けるかどうかについて
①名付け親大賞１人 ２．設ける場合

「１０万円分全国共通商品券」 ・懸賞の種別
新市の名称として選ばれた作品の応 ・受賞者数
募者の中から抽選により決定。 ・懸賞品（金額、副賞等）

②名付け親賞１０人
「１万円分図書券」
新市の名称として選ばれた作品の応
募者で「名づけ親大賞」の抽選から
漏れた者の中から抽選により決定。

③アイデア賞２０人
「５千円分図書券」

、 、応募作の中で 特にユニークなもの
アイデアに優れているものの中から
抽選により決定。

周知方法 ①合併協議会だより（全戸） １．新市の名称募集の周知方法につ
②５町の広報誌（全戸） いて
③応募チラシ（全戸）
④ホームページ



新市の名称募集要項（案）

１ 公募の目的
那賀郡の５町 打田町 粉河町 那賀町 桃山町 貴志川町 による新しいまちの名（ 、 、 、 、 ）
称を広く公募することにより 合併問題に対する住民の関心を喚起するとともに 住民、 、
がまちづくりに関わる機会を設けることを目的とする。

２ 応募資格
５町に在住・在勤・在学している者に限る。

３ 応募方法
応募は 専用応募用紙 官製はがき 封書 ファックス又は協議会ホームページの、 、 、 、

いずれかでしなければならない。

４ 応募点数の制限
。同一人の同一名称の応募は、１点限り有効とし、応募用紙１件につき１点とする

５ 応募の記載内容
応募にあたっては 新市の名称 名称のふりがな 名称の意味又は理由 郵便番号、 、 、 、

住所 氏名 ふりがな 年齢 性別 電話番号 その他 勤務先の町名 学校名 ５、 （ ）、 、 、 、 （ 、 〈
町以外に住所がある方のみ記入〉を記載しなければならない。

６ 応募期間
平成１６年６月１日（火）から平成１６年７月１５日（木）まで
（郵送の場合、締切日の消印は有効とする ）。
（ＦＡＸ及びメールについては、７月１５日の１７時までに到着したものを
有効とする ）。

７ 懸賞
応募された名称の中から、次の賞を決定し、記念品を贈呈する。
（１）名付け親大賞 １人 「１０万円分全国共通商品券」

新市の名称として選ばれた作品の応募者の中から抽選により決定。
（２）名付け親賞 １０人 「１万円分図書券」

新市の名称として選ばれた作品の応募者で 名づけ親大賞 の抽選から漏れた「 」
者の中から抽選により決定。

（３）アイデア賞 ２０人 「５千円分図書券」
応募作の中で 特にユニークなもの アイデアに優れているものの中から抽選、 、
により決定。

８ 周知方法
専用チラシ 応募用紙を兼ねる 協議会だより ５町の広報誌 協議会ホー（ ）、 、 、

ムページにより周知する。

９ 応募先・問い合わせ
〒６４９－６５３１
那賀郡粉河町大字粉河６８１番地の４
那賀５町合併協議会事務局
電話番号 ０７３６－７３－２０２０・２０８１
ＦＡＸ ０７３６－７３－２８２７

http://www.naga5town.jpﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ
E new_name@naga5town.jpﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ



応募作品の権利関係10
応募された名称に関する権利は、那賀５町合併協議会に属するものとします。
また、応募用紙等の返却はしません。

受賞者の発表11
合併協議会において新市名が決定された後 合併協議会だより及び合併協議、

会ホームページで発表する。

選定基準12
小委員会において別に定める。



新市名称候補選定基準（案）

１．選定基準

（１）一般基準

①新市の名称の候補は、漢字、ひらがな及びカタカナにより表記された、読み書きが
容易な名称とする。

②表記が全国自治体の市町村にない名称とする。

③現在の５町の名称は使用できるものとする。

（２）次のいずれか１つ以上該当する名称とする。

①地域が地理的にイメージできる名称

②地域の特徴を表している名称

③地域の歴史・文化にちなんだ名称

④地域を対外的にアピールできる名称

⑤住民の理想、願いにちなんだ名称

⑥その他新市としてふさわしい名称

２．選定方法

新市の名称候補は、応募作品の中から５作品程度を小委員会において選定し、合併協
議会に報告する。

３．応募作品の修正

応募作品をそのまま採用することが困難な場合には、あくまでも作品の趣旨を損なわ
ない範囲で修正できる。

４．選定にあたっての留意点

（１）応募数は、委員審議の参考として取扱い、単に応募数の多い名称を優先するものでは
ない。

（２）新市の候補名の選考にあたっては、その名称を応募した理由について、十分留意する
ものとする。

５．その他

その他、新市の名称の候補の選考に必要な事項は、新市の事務所の位置等検討小委員
会の審議により、これを定めることとする。



新市の名称に関するスケジュール（案）

協 議 会 小 委 員 会 事 務 局

開 催 日 案 件 開 催 日 案 件 作業時期 作業内容

・新市の名称募集方法
等（原案）の作成

第１回会議の開催 ・募集要項（原案）のH16. 4 . 9
・委員長等の選出 作成
・新市の名称募集方法 ・選定基準（案）の作
等（案）の提案・確 成
認 ・募集チラシ（案）の

・新市の名称募集要項 提案
（案）の提案・確認
・選定基準（案）の提
案

・募集チラシ（案）の
提案

第２回協議会H16. 4.22
・第１回小委員会の ・応募作品からの新市
委員長報告 の名称候補の絞込原

上旬 第２回会議の開催 案作成H16.5.
・募集チラシ（案）の
確認

・選定基準（案）の確
認

・応募作品からの新市 ・新市の名称募集の周
の名称候補の絞込方 知
法について協議 ・協議会だより及びﾎｰﾑ

ﾍﾟｰｼﾞ等

． ． 公募開始H16 6 1

下旬 第３回会議の開催 応募状況中間集計H16.6.
・応募状況中間報告

第５回協議会H16. 7.29
・第３回小委員会の

Ｈ ． ． 公募締切委員長報告 16 7 15
・応募状況中間報告

・集計作業
第１次選考作品の絞り ・集計報告書の調整
込み ・名称応募作品種類一

覧表作成

上旬 第４回会議の開催H16.8
・応募集計の報告
・新市の名称候補の第

第６回協議会 ２次選考H.16 .8.26
・第４回小委員会の

新市の名称候補の委員長報告
決 定・新市の名称候補の

報告・提案

第７回協議会H16. 9.30

新市の名称決定







新市の名称に関する資料(先進地) 

協 議 会 名 
田無市・保谷市合併協議会 津田町・大川町・志度町・寒川町・

長尾町合併協議会 
静岡市・清水市合併協議会 徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町

合併協議会 
中球磨5か町村合併協議会 引田町・白鳥町・大内町合併協議会 

構 成 市 町 村 田無市・保谷市 津田町・大川町・志度町・寒川町・
長尾町 

静岡市・清水市 徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町 上村・免田町・岡原村・須恵村・深
田村 

引田町・白鳥町・大内町 

都 道 府 県 東京都 香川県 静岡県 山口県 熊本県 香川県 
公 募 範 囲 全国 合併関係町住民 全国 2 市 2 町に在住または居住されたこ

とのある方 全国 全国 

公 募 方 法 官製はがき、FAX、E メール、専用
応募用紙(イベント時に投函) 

郡内住民及び小中学生対象にアンケ
ート調査 

応募はがき、FAX、インターネット、
官製はがき 

官製はがき、指定はがき、Eメール(郵
送料は本人負担) 

はがき、専用応募用紙、FAX、E メ
ール、ホームページ(専用応募用紙は
応募箱へ投函) 

はがき、封書、FAX、Eメール 

応 募 点 数 応募は1件について1点のみとする。  応募は1件について1点のみとする。 1人1名称、1点限り有効とする。 応募は1件について1点のみとする。 同一人の同一名称の応募は、1点限り
有効。既存の市町村名は使用しない。 

公 募 期 間 2ヶ月   2  2  2.5ヶ月 ヶ月 ヶ月 2ヶ月 

記 載 内 容 
新市の名称、名称のふりがな、名称
の理由、応募者の住所、氏名、年齢、
電話番号、性別 

 新市の名称、名称のふりがな、名称
の理由、応募者の郵便番号、住所、
氏名、年齢、電話番号 

新市の名称、名称のふりがな、名称
の理由、応募者の住所、氏名、年齢 

新市の名称、名称の理由、応募者の
住所、氏名、年齢、電話番号 

新市の名称、名称の理由、応募者の
住所、氏名、年齢、電話番号 

周 知 方 法 
専用応募はがき、ちらし、広報誌、
協議会だより、一般新聞、F.M、イベ
ントでPR 

名称の公募はしていない 広報誌、ホームページ、一般新聞 協議会だより、ホームページ、市町
の広報誌、ポスター、マスコミ 

協議会だより、ホームページ、応募
用紙を兼ねたチラシ(全戸） 

協議会だより、ホームページ、チラ
シ、ポスター 

名称募集・選定基準 

・ 漢字、ひらがな、カタカナによ
り表記された読み書きが容易な
名前 

・ 地域が地理的にイメージできる
名前 

・ 地域の特徴を表す名前 
・ 地域の歴史・文化にちなんだ名
前 

・ 市民等の理想・願いにちなんだ
名前 

・ 合併を記念した名前 
・ 新市名としてふさわしい名前 

・ 現在の 5 町の名称及び全国の既
存の名称に無い名前 

・ 香川県の旧国名であり、「さぬき
うどん」や「讃岐平野」に代表
されるように全国的にも知れ渡
った知名度を有する。 

・ 住民アンケート調査10傑におい
ても 5 町総合の上位に位置し小
中学生のアンケートでも「さぬ
き市」とする意見が多かった。 

・ 漢字、ひらがな、カタカナによ
り表記された名前(知的所有権等
に抵触しない) 

 

漢字、ひらがな、カタカナにより表
記された名前 

・ 既存の市町村に無い名前(原則基
準) 

・ 漢字、ひらがな、カタカナによ
り表記された読み書きが容易な
名前 

・ 地域が地理的にイメージできる
名前 

・ 地域の特徴を表す名前 
・ 地域の歴史・文化にちなんだ名
前 

・ 合併を記念した名前 

・ 既存の市町村に無い名前(原則基
準） 

・ 引田、白鳥、大内の文字を使用
しない名前 

・ 地域が地理的にイメージできる
名前 

・ 地域の特徴を表す名前 
・ 地域の歴史・文化にちなんだ名
前 

・ 合併を記念した名前 

選 定 方 法 
小委員会で5から10候補を選定し、
合併協議会で 5 候補を選定、市民意
向調査で決定。 

各町それぞれ10候補ずつ、計50候
補を提出し合併協議会で協議の上決
定。 

小委員会で 5候補を選定し合併協議
会で決定。協議会では投票により決
定。第1回投票3候補。第2回投票
最終決定。 

小委員会で 5候補を選定し合併協議
会で決定。 

小委員会で 4候補を選定し合併協議
会で決定。 

小委員会で 10 候補を選定し合併協
議会で決定。 

懸  賞

・名付け親賞  1名 
名称として決定された作品の応募者
の中から抽選により 1名を決定。10
万円分の旅行券 
・ 特別賞(残念賞・アイデア賞) 
名付け親賞から漏れた者の中から40
人。5千円分の図書券 

 ・名付け親賞  3名 
名称として決定された作品の応募者
の中から抽選により 3名まで決定。
10 万円相当の記念品(旅行券、図書
券) 
・ 参加賞 
賞から漏れた者以外の応募者全員の
中から 300名まで。2千円相当の図
書券 

・記念品  50名 
地域の特産品を抽選により50名。 

・名付け親賞  1名 
名称として決定された作品の応募者
の中から抽選により 1名を決定。現
金10万円もしくは10万円相当の旅
行券 
・特別賞  10名 
名付け親賞から漏れた者の中から抽
選により10名を決定。現金1万円 
・アイデア賞  原則50名 
図書券 

・名付け親賞  1名 
名称として決定された作品の応募者
の中から抽選により 1名を決定。10
万円分の全国共通商品券 
・アイデア賞  10名 
名付け親賞から漏れた者の中から抽
選により最高10名を決定。1万円分
の図書券 
・ユーモア賞  20名 
全作品の中から小委員会委員 12 名
がそれぞれ 4作品ずつ選定し、小委
員会での協議により20作品を選定 

注 意 事 項 等 権限の規定なし。 全ての権利は合併協議会に帰属す
る。 

応募された名称案に係る全ての権利
は合併協議会に帰属する。 権限の規定なし。 応募された名称案に係る全ての権利

は合併協議会に帰属する。 権限の規定なし 
応 募 件 数 8,753     51,883 10,325 3,981 5,967
新 自 治 体 の 名 称 西東京市 さぬき市 静岡市 周南市 あさぎり町 東かがわ市 
合併(予定)年月日等 平成13年1月21日 平成14年4月1日 平成15年4月1日 平成15年4月1日 平成15年4月1日 平成15年4月1日 
 



 

協 議 会 名 
八田村・白根町・芦安村・若草町・
櫛形町・甲西町合併協議会 

宗像市・玄海町合併協議会 高富町・伊自良村・美山町合併協議
会 

万場町・中里村合併協議会 加美郡4町合併協議会 対馬6町合併協議会 

構 成 市 町 村 八田村・白根町・芦安村・若草町・
櫛形町・甲西町 

宗像市・玄海町 高富町・伊自良村・美山町 万場町・中里村 中新田町・小野田町・宮崎町・色麻
町 

厳原町・美津島町・豊玉村・峰町・
上県町・上対馬町 

都 道 府 県 山梨県 福岡県 岐阜県 群馬県 宮城県 長崎県 
公 募 範 囲 全国 全国 全国 1町1村の全世帯 全国 全国 

公 募 方 法 応募はがき、官製はがき、FAX、E
メール、ホームページ 官製はがき、FAX、インターネット 

専用応募はがき、通常はがき、専用
応募用紙、封書、FAX、ホームペー
ジ 

応募用紙 専用応募用紙、はがき、ホームペー
ジ 

官製はがき、FAX、E メール、専用
応募用紙(中高生のみ学校にて配布) 

応 募 点 数 同一人の同一名称の応募は1点限り。 特に制限なし。 応募は1件について1点のみとする。 1世帯5候補まで。 
1 人何点でも応募可能とする。ただ
し、同一人による同一名称の応募は1
点限り有効とする。 

同一作品はひとり 1点。応募 1件に
つき1点。 

公 募 期 間 1ヶ月  2    32.5ヶ月 ヶ月 0.5ヶ月 1.5ヶ月 ヶ月 

記 載 内 容 新市名、新市名の理由、住所、氏名、
年齢、電話番号 

新市の名称、名称のふりがな、名称
の理由、応募者の住所、氏名、年齢 

新市の名称、名称のふりがな、名称
の理由、応募者の住所、氏名、年齢、
電話番号 

新しい名称の候補を 5つまで、世帯
主又は代表者の住所、氏名、考案者(実
際に市名を考えた人)の氏名 

新市の名称、名称のふりがな、名称
の理由、応募者の住所、氏名、年齢、
電話番号、加美郡との関係(住民以外) 

新市の名称、名称のふりがな、名称
の理由、応募者の住所、氏名、年齢、
電話番号 

周 知 方 法 広報誌、協議会だより、ホームペー
ジ、一般新聞 

広報誌、ホームページ、協議会だよ
り、懸賞マガジン 

協議会だより、ちらし、ホームペー
ジ、CCT電光情報板、タウン情報誌
等 

応募用紙付きチラシ 
協議会だより、郡内各町広報紙、チ
ラシ(応募用紙を兼ねる)、ホームペー
ジ 

広報誌、ホームページ、公募ガイド 

名称募集・選定基準 

・ 漢字、ひらがな、カタカナによ
り表記された読み書きが平易な
名称 

・ 地域が地理的にイメージできる
名称 

・ 地域の特徴を表す名称 
・ 地域の歴史・文化にちなんだ名
称 

・ 合併を記念した名称 
・ その他、新市名にふさわしい名
称 

・ 漢字、ひらがな、カタカナによ
り表記された名前 

 

・ 既存の市町村名でない名称 
・ 漢字、ひらがな、カタカナによ
り表記された読み書きが容易な
名前 

・ 「万場」、「中里」という名称は使
用しない。 

・ 漢字とひらがなは別のものと考
える 

・ 漢字、ひらがな、カタカナによ
り表記された、読み書きが容易
な名称 

・ 中新田、小野田、宮崎、色麻の
名称を使用しない 

・ 地域が地理的にイメージできる
名称 

・ 地域の特徴を表す名称 
・ 地域の歴史・文化にちなんだ名
称 

・ 住民等の理想や願いにちなんだ
名称等 

・ 漢字、ひらがな、カタカナによ
り表記された名前 

・ 現町名を使用していない名前 

選 定 方 法 

小委員会で 3点を選定し、協議会で
投票により決定する。 

小委員会で 1点を選定し、協議会で
決定する。 

小委員会で 10 候補を選定し合併協
議会で決定。 

各世帯で 5候補を順位付けを行い、
全体集計後のポイントが上位 5番目
までの名称について、漢字とひらが
な両表記(計 10候補)で再アンケート
を行い、協議会で決定。 

小委員会で20候補を選定し、最終的
に合併協議会で決定。 

小委員会で 5候補を選定し合併協議
会で決定する。 

懸 賞 

・優秀賞  1名 
20万円分の旅行券 
・佳作  5名 
1万円分の図書券 
・協議会特別賞  30名 
5千円分の図書券   

・名付け親賞  1名 
名称として決定された作品の応募者
の中から抽選により 1 名を決定。5
万円分の旅行券 
・参加賞 
賞からもれた者以外の応募者の中か
ら10名。5千円分の図書券 

・名付け親大賞  1名 
名称として決定された作品の応募者
の中から抽選により 1名を決定。10
万円分の商品券 
・名付け親賞  10名 
名付け親大賞から漏れた者の中から
抽選により最高10名を決定。1万円
分の商品券 
・特別賞    
小委員会で選考された候補のうち、
新市の名称として決定されなかった
名称の応募者の中から、抽選により
最高20名。5千円相当地元特産品 

・名付け親賞  1名 
3万円分の図書券 
・名付け親副賞  3名 
1万円分の図書券 
・ユーモア賞  2名 
1万円分の図書券 

・名付け親大賞  1名 
新市の名称として決定された応募者
の中から抽選により 1名を決定。10
万円分の商品券等 
・名付け親賞  10名以内 
新市の名称として決定された応募者
の中で名付け親大賞から漏れた方の
中から抽選により最高10名を決定。
1万円分の商品券等 
・特別賞  20名 
小委員会の選定した候補のうち、新
市の名称として決定されなかった名
称に応募した方の中から、抽選によ
り最高20名を決定。5千円分の商品
券等 

・名付け親大賞  1名 
名称として決定された作品の応募者
の中から抽選により 1名を決定。10
万円分の旅行券 
・名付け親賞  10名 
名付け親大賞から漏れた者の中から
抽選により最高 10名以内を決定。1
万円分の図書券 

注 意 事 項 等 権限の規定なし。 権限の規定なし。 
・ 採用された作品については、一
部補作する場合がある。 

・ 応募された作品に関する一切の
権利は合併協議会に帰属する。 

権限の規定なし。 応募された作品に関する一切の権利
は合併協議会に帰属する。 

応募された作品に関する一切の権利
は合併協議会に帰属する。 

応 募 件 数 4,656     10,544 4,002 1,944 3,555 4,338
新 自 治 体 の 名 称 南アルプス市 宗像市 山県市 神流町 加美市 対馬市 
合併(予定)年月日等 平成15年4月1日 平成15年4月1日 平成15年4月1日 平成15年4月1日 平成15年4月1日 平成16年3月1日 
 



 

協 議 会 名 江田島市・能美町・沖美町・大柿町
合併協議会 高田郡6町合併協議会 東宇和・三瓶町合併協議会 三次市・又三郡・甲奴町合併協議会 宇摩合併協議会 上五島地域5町合併協議会 

構 成 市 町 村 江田島市・能美町・沖美町・大柿町 吉田町・八千代町・美土里町・高宮
町・甲田町・向原町 

明浜町・宇和町・野村町・城川町・
三瓶町 

三次市・君田村・布野村・作木村・
吉舎町・三良坂町・三和町・甲奴町 

川之江市・伊予三島市・土居町・新
宮町 

若松町・上五島町・新魚目町・有川
町・奈良尾町 

都 道 府 県 広島県 広島県 愛媛県 広島県 愛媛県 長崎県 

公 募 範 囲 全国(小学生以上) 高田郡 6町に在住する方、または在
勤、もしくは在学している方 全国 

8市町村に現在居住、通勤、通学して
いるか、かつて居住したことのある
小学生以上の方 

全国 全国 

公 募 方 法 
応募はがき、官製はがき、インター
ネット(応募はがきは郵送料事務局負
担) 

専用応募はがき、官製はがき、
FAX(専用応募はがきの郵送料は事
務局負担) 

専用応募用紙、はがき、FAX、E メ
ール(郵送料は本人負担) 

応募用紙、官製はがき、ホームペー
ジ 郵便、FAX、ホームページ 

応募用はがき、官製はがき、封書、
インターネットのEメール、FAX(応
募用はがきは郵送料事務局負担) 

応 募 点 数 応募は1件について1点のみとする。   1人1点限りとする。 1人1点とする。 1人につき1点のみの応募とする。 
1件につき1点のみ。1人何点でも応
募できるが、同一名称の応募は 1点
限りとする。 

応募は1件について1点のみとする。 

公 募 期 間 1ヶ月 1  2    3ヶ月 ヶ月 1.5ヶ月 1.5ヶ月 ヶ月 

記 載 内 容 
新市の名称、名称の理由、応募者の
郵便番号、住所、氏名、年齢、電話
番号、性別 

新市の名称(ふりがな)、命名の理由及
び意味、応募者の住所、氏名、年齢、
性別、勤務先、・学校名 

新市の名称、名称のふりがな、名称
の理由、応募者の住所、氏名(ふりが
な）、年齢、電話番号 

新市の名称、その理由、応募者の住
所、氏名、年齢、電話番号、8市町村
とのかかわり 

新市の名称(ふりがな)、名称の理由、
応募者の氏名、年齢、住所、電話番
号 

新市の名称、名称のふりがな、名称
の理由、住所、氏名、年齢、電話番
号 

周 知 方 法 応募はがき付きチラシ、協議会だよ
り、4町防災無線、ホームページ 

広報誌、協議会だより、ちらし、防
災無線、一般新聞、ホームページ 

協議会だより、5町広報紙、応募用紙
を兼ねたチラシの配布(全戸＋公共施
設）、小・中高校への応募用紙の配布、
防災無線の活用 

合併協議会だより、ホームページ 
協議会だより、広報紙、ホームペー
ジ、ポスター、チラシ(応募はがきを
含む)、懸垂幕、マスコミ、啓発物資
配布 

広報誌、協議会だより、チラシ、公
募ガイド雑誌、ホームページ 

名称募集・選定基準 

・ 漢字、ひらがな、カタカナによ
り表記された名前 

 

・ 全国の既存の市町村名を記載し
たものは採用しない 

・ 漢字(常用漢字に限る)、ひらが
な、カタカナで記載する 

・ 既存の高田郡 6 町の町名を含む
ものは採用しない 

・ 漢字、ひらがな、カタカナによ
り表記された、読み書きが容易
な名称 

・ 地域が地理的にイメージできる
名称 

・ 地域の特徴を表す名称 
・ 地域の歴史・文化にちなんだ名
称 

・ 住民等の理想や願いにちなんだ
名称 

・ その他新市としてふさわしい名
称 

・ 新市の名称には現在の 8 市町村
の名称を使用しても差し支えな
い 

・ 地域の特徴を表す名称 
・ 歴史・文化にちなんだ名称 
・ 合併にちなんだ名称 
・ 理想・願いを表した名称 
・ 知名度があり、親しみやすい名
称 

・ 漢字、ひらがな、カタカナによ
り表記された、読み書きが容易
な名称 

・ 既存の市町村名(川之江、伊予三
島、土居、新宮)でない名称 

・ 新市が地理的にイメージできる
名称 

・ 新市の歴史・文化にちなんだ名
称 

・ 住民等の理想や願いにちなんだ
名称 

・ 現町の名称は、そのままでは使
用できない 

・ 漢字、ひらがな、カタカナによ
り表記された名前 

・ 現町の名称、若松町、上五島町、
新魚目町、有川町、奈良尾町は
そのままでは使用できない 

・ 地域が地理的にイメージできる
名前 

・ 地域の歴史・文化にちなんだ名
前 

・ 住民等の理想・願いにちなんだ
名前 

・ 新市としてふさわしい名前 
選 定 方 法 小委員会で 5候補を選定し合併協議

会で決定する。協議会では投票。 
小委員会で 3点まで選定し、協議会
で全員一致により決定。 

小委員会で 10 候補を選定し最終的
に合併協議会で決定。 

小委員会で数点(可能であれば 1 点)
を選定し、協議会で決定。 

小委員会において候補を選定し、協
議会で決定。 

小委員会で 5候補を選定し合併協議
会で決定。 

懸 賞 

・名付け親賞  1名 
名称として決定された作品の応募者
の中から抽選により 1 名を決定。5
万円分の商品券 
・アイデア賞  5名 
名付け親賞から漏れた者の中から抽
選により最高10名を決定。1万円分
の商品券 
・参加賞 
賞から漏れた者以外の応募者全員か
ら100名。千円分の図書券 

・名付け親賞  6名 
採用作品応募者の中から抽選により
6名。2万円相当の記念品 
・粗品 
採用作品応募者の中で上記抽選に漏
れた方全員   

・名付け親大賞  1名 
新市の名称として決定された作品の
応募者の中から抽選により 1 名決
定。現金 10万円(児童・生徒の場合
は10万円分の図書券) 
・名付け親賞  10名以内 
名付け親大賞から抽選で漏れた方の
中から抽選により最高10名決定。現
金1万円(児童・生徒の場合は1万円
分の図書券) 
・アイデア賞  20名 
全作品の中から小委員会委員 10 名
がそれぞれ 4作品ずつ選定し、小委
員会での協議により20作品を選定。
現金5千円(児童・生徒の場合は5千
円分の図書券) 

・名付け親賞  1名 
新しい市の名前に採用された応募者
の中から抽選で 1 名に決定する。5
万円相当の記念品 
・優秀賞  5名 
名付け親賞の抽選に漏れた方の中か
ら、抽選で 5 名を決定。1 万円相当
の記念品 

・名付け親大賞  1名 
新市の名称として決定した作品の応
募者の中から抽選により決定。10万
円分の商品券 
・名付け親賞  10名 
新市の名称として決定した作品の応
募者で、名付け親大賞から漏れた方
の中から抽選により決定。1万円の商
品券 
・参加賞 
全ての応募者の中で、名付け親大賞、
名付け親賞から漏れた方の中から抽
選により決定。5千円の商品券 

・名付け親大賞  1名 
名称として決定された作品の応募者
の中から抽選により 1名を決定。10
万円の賞金もしくは旅行券 
・名付け親賞  10名 
名付け親大賞から漏れた者の中から
抽選により最高10名を決定。1万円
分の図書券 

注 意 事 項 等 権限の規定なし 権限の規定なし 応募作品に関する一切の権利は合併
協議会に帰属する。 

応募された名称等に関する一切の権
利は合併協議会に帰属する。 

応募作品に関する一切の権利は合併
協議会に帰属する。 

応募された名称案に係る全ての権利
は合併協議会に帰属する。 

応 募 件 数 17,844  1,797 2,478 1,603 8,028 10,334
新 自 治 体 の 名 称 江田島市 安芸高田市 西予市 三次市 四国中央市 新上五島町 
合併(予定)年月日等 平成16年3月31日 平成16年3月31日 平成16年3月31日 平成16年4月1日 平成16年4月1日 平成16年8月1日 
 
 



（３）新市の事務所の位置の選定に関することについて

① 新市の事務所の位置等検討小委員会の審議事項について

（ⅰ）新市の事務所の位置を決定する必要性

地方自治法第４条第１項に 「地方公共団体は、その事務所の位置を定めようとするとき、

は、条例でこれを定めなければならない 」と規定されています。５町が新設（対等）合併。

をすることに伴い、それぞれの町が消滅し、それまでの庁舎がなくなることになりますの

で、新市発足までに、事務所の位置等を決定する必要があります。

また、決定後は、その方向で条例整備を行う必要があります。

（ⅱ）新市の事務所の位置等検討小委員会の設置理由

新市の事務所の位置の検討に当たっては、調査・審議する項目が複雑・多岐にわたるた

め、合併協議会ですべてについて議論することは難しい。

そのため、合併協議会から選任された委員で、自由な発言や活発な議論のもと原案を作

成する必要があります。

（ⅲ）新市の事務所の位置等検討小委員会の役割

新市の事務所の位置は、住民にとっては特に関心が深い協議項目であり、協議経過、協

議結果に対しては説明責任の原則のもとに、住民に納得してもらえるようにする必要があ

ります。

そのため、新市の事務所の位置を決めるに当たっては、住民福祉の向上、財政状況、社

会情勢の変化など総合的に考慮して検討する必要があります。

（ⅳ）新市の事務所の位置等検討小委員会の審議事項・審議の順序

小委員会では、次の事項について調査・審議を行うものとする。

・本庁舎の位置の選定に関すること

・庁舎の方式（機能）の選定に関すること

・新庁舎建設の是非に関すること

、 、 （ ） 、協議の順序としては 最初に本庁舎の位置を選定し 次に庁舎の方式 機能 について

地域に見合い、住民サービスを低下させないことを勘案しながら、具体的に検討していく

ものとします。また、新庁舎建設の是非については、庁舎の方式（機能）の選定と同時に

検討することとします。

※ 新市の事務所の位置等は、他の協議項目と密接な関係があり、事務所の位置等が決まら

ないと他の協議事項も確認できない。このため、早期に確認する必要があります。

関連協議項目

事務組織及び機構の取扱い

条例・規則等の取扱い

電算システムの取扱い

新市建設計画



各事項に係る協議フロー
（本庁舎の位置、庁舎の方式（機能）及び新庁舎建設）

本庁舎の位置を検討する

合併時には、新市の事務所として現在の庁舎を利用する。

（５町の事務所（庁舎）から本庁舎を選定する必要がある）

庁舎方式の機能について検討する

既存庁舎の利用としていずれかの方法を決定する必要がある。

①本庁方式

②分庁方式

③総合支所方式

④その他

新庁舎建設の是非について検討する

新庁舎を建設する場合

①新庁舎建設候補地

②新庁舎建設時期（合併後１０年以内に建設）

③新庁舎建設規模



② 新市の事務所の位置について

新市の事務所（庁舎）の位置について、地方自治法第４条では「住民の利用に最も便利で

あるように、交通の事情、他の官公署との関係について適当な考慮」を払った上で決定すべ

きものとされています。また、位置決定その他の合理的基準としては、農協の事務所等も考

慮されるべきとされています （逐条地方自治法）。

また 「市町村合併の推進に係る今後の取組 （平成１２年１１月２２日自治省）において、 」

は 「従前の住民サービスの維持向上を図る見地から、旧市町村における支所・出張所の機能、

、 、 」の拡充や 郵便局の積極的な活用等を図ることにより 行政サービスの充実強化を図るもの

とされています。

したがって、事務所の位置の検討ポイントとして、次のようなものが考えられます。

（ⅰ）地理的・人口的中心性（人口の集積状況）

（ⅱ）交通の事情（住民の行動範囲、国道等の幹線道路の関係、公共交通機関の関係）

（ⅲ）他の官公署（法務局、税務署、県庁、警察署、他の市役所）

（ⅳ）機能的（住民の利便性、住民の交流拠点、災害時の防災拠点、他の公共施設との一体利

用、駐車場のスペース）

（ⅴ）効率的（厳しい財政状況への対応、行政改革の観点）

（ⅵ）その他（将来展望）

【地方自治法 （抜粋）】

（地方公共団体の事務所の設定又は変更）

第４条 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを

定めなければならない。

２ 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、

交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。

３ 第１項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の

３分の２以上の者の同意がなければならない。

（支庁・地方事務所・支所等の設置）

、 、 、 、第１５５条 普通地方公共団体の長は その権限に属する事務を分掌させるため 条例で 必要な地に

都道府県にあつては支庁（道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ ）及び地方事務所、市町。

村にあつては支所又は出張所を設けることができる。

２ 支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定め

なければならない。

３ 第４条第２項の規定は、前項の支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置及び所管区

域にこれを準用する。







那賀５町地区別人口数（外国人登録含む）
平成１６年２月末住基人口

（打　田　町）

地区名 大字名 人口（人） 世帯（戸） 人口比率 世帯比率

田　中

上野、打田、窪、竹
房、高野、黒土、広
野、赤尾、東大井、
久留壁、西大井、田
中馬場、花野、尾
崎、畑野上、中井
阪、下井阪、西井阪

8,567 2,973 56.4% 57.8%
1,887 303 22.0% 10.2%

池　田

南中、北大井、南勢
田、北勢田、重行、
池田新、北中、神
領、東山田、西山
田、神通、中畑、今
畑、登尾、枇杷谷、
豊田、東三谷、中三
谷、西三谷、東国
分、古和田

6,631 2,172 43.6% 42.2%
1,447 182 21.8% 8.4%

合　計
15,198 5,145 ― ―
3,334 485 21.9% 9.4%

（粉　河　町）

地区名 大字名 人口（人） 世帯（戸） 人口比率 世帯比率

粉　河

粉河、猪垣、東毛、
中津川、中山、藤
井、井田、東野

7,465 2,625 44.6% 47.9%
1,863 405 25.0% 15.4%

龍　門
荒見、遠方、風市、
勝神、杉原

2,969 860 17.7% 15.7%
699 60 23.5% 7.0%

川　原

馬宿、上丹生谷、下
丹生谷、西川原、野
上、東川原

2,229 694 13.3% 12.7%
629 68 28.2% 9.8%

長　田

北志野、北長田、上
田井、嶋、長田中、
深田、別所、松井、
南志野

3,275 998 19.5% 18.2%
714 109 21.8% 10.9%

鞆　渕
上鞆渕、下鞆渕、中
鞆渕

817 308 4.9% 5.6%
319 53 39.0% 17.2%

合　計
16,755 5,485 ― ―
4,224 695 25.2% 12.7%

※　各地区人口及び世帯欄下段の数値は、６５歳以上の人口および６５歳以上の一人世帯数

※　各地区人口比率及び世帯比率欄下段の数値は、各地区の人口及び世帯に対する比率



（那　賀　町）

地区名 大字名 人口（人） 世帯（戸） 人口比率 世帯比率

上名手

名手上、平野、名手
下、西野山、江川
中、切畑、

1,966 569 21.9% 18.3%
551 30 28.0% 5.3%

名　手
穴伏、名手市場 1,887 705 21.0% 22.7%

550 99 29.1% 14.0%

那　賀
名手市場 1,420 558 15.8% 17.9%

315 71 22.2% 12.7%

王　子
名手西野、藤崎、後
田、王子

2,211 760 24.6% 24.4%
402 64 18.2% 8.4%

麻生津
赤沼田、横谷、麻生
津中、北湧、西脇

1,509 519 16.8% 16.7%
307 93 20.3% 17.9%

合　計
8,993 3,111 ― ―
2,125 357 23.6% 11.5%

（桃　山　町）

地区名 大字名 人口（人） 世帯（戸） 人口比率 世帯比率

安楽川
市場、元、段、段新
田、神田、最上

5,349 1824 64.9% 64.9%
1,257 219 23.5% 12.0%

調　月
調月 1,724 572 20.9% 20.4%

361 56 20.9% 9.8%

奥安楽川
大原、善田、黒川、
野田原、脇谷

1,047 350 12.7% 12.5%
394 50 37.6% 14.3%

細　野
垣内、中畑、峯 127 63 1.5% 2.2%

78 20 61.4% 31.7%

合　計
8,247 2,809 ― ―
2,090 345 25.3% 12.3%

（貴　志　川　町）

地区名 大字名 人口（人） 世帯（戸） 人口比率 世帯比率

中貴志
前田、尼寺、上野
山、神戸、国主

6,677 2261 30.4% 30.9%
993 145 14.9% 6.4%

東貴志
井ノ口、高尾、岸小
野、北

3,562 1157 16.2% 15.8%
701 101 19.7% 8.7%

西貴志
長原、長山、西山、
岸宮、鳥居

8,063 2671 36.7% 36.6%
1,269 158 15.7% 5.9%

丸　栖
北山、丸栖 3,684 1217 16.8% 16.7%

650 84 17.6% 6.9%

合　計
21,986 7,306 ― ―
3,613 488 16.4% 6.7%

※　各地区人口及び世帯欄下段の数値は、６５歳以上の人口および６５歳以上の一人世帯数

※　各地区人口比率及び世帯比率欄下段の数値は、各地区の人口及び世帯に対する比率









本 庁 舎 の 概 要 

町  名 打  田  町 粉  河  町 那  賀  町 桃  山  町 貴  志  川  町 

住 所 打田町大字西大井３３８ 粉河町大字粉河４１２ 那賀町大字名手市場１４６－４ 桃山町大字元３８１ 貴志川町大字神戸３２７－１ 

公共交通 

機関 

ＪＲ和歌山線 打田駅徒歩６分 ＪＲ和歌山線 粉河駅徒歩５分 ＪＲ和歌山線 名手駅徒歩３分 ＪＲ和歌山線 下井阪駅 バス１０分 

（約３．６ｋｍ） 

南海貴志川線 貴志駅徒歩１５分 
地

理

的

条

件 

主要アク

セス道 

国道２４号線 

町道東大井四日市線 

町道東国分赤尾線 

国道２４号線 

県道粉河加太線 

国道２４号線 

町道名手市場麻生津線 

国道４２４号線 

県道かつらぎ桃山線 

県道岩出野上線 

県道和歌山橋本線 

名  称 本庁舎 新築 名  称 本庁舎 新築 名  称 本庁舎 新築 名  称 本庁舎 新築 名  称 本庁舎 改築 

竣工時期 昭和５２年９月 竣工時期 昭和３２年１１月 竣工時期 昭和４８年３月 竣工時期 昭和４９年８月 竣工時期 昭和５６年８月 

建物構造 鉄筋コンクリート４Ｆ 建物構造 鉄筋コンクリート４Ｆ 建物構造 鉄筋コンクリート３Ｆ 建物構造 鉄筋コンクリート３Ｆ 建物構造 鉄筋コンクリート３Ｆ 

延床面積 ３,２６４.６１㎡ 延床面積 ２,６３３.７３㎡ 延床面積 １,８０５.１４㎡ 延床面積 １,７７４.４２㎡ 延床面積 ３,０８１.５４㎡ 

耐 震 性 不明 耐 震 性 不明 耐 震 性 不明 耐 震 性 不明 耐 震 性 不明 

昇降設備 １１人乗り １基 昇降設備 無 昇降設備 無 昇降設備 無 昇降設備 １１人乗り １基 

障害者用設備 トイレ 障害者用設備 トイレ・スロープ 障害者用設備 トイレ 障害者用設備 スロープ 障害者用設備 スロープ・トイレ・議場傍聴席昇降機

名  称 保健福祉センター 名  称 東別館 名  称 農耕センター（車庫含） 名  称 就業改善センター 名  称 保健福祉センター 

竣工時期 平成１０年１０月 竣工時期 昭和４６年３月 竣工時期 昭和４８年３月 竣工時期 昭和５４年５月 竣工時期 平成１２年２月 

建物構造 鉄筋コンクリート４Ｆ 建物構造 鉄筋コンクリート３Ｆ 建物構造 鉄筋コンクリート２Ｆ 建物構造 鉄筋コンクリート３Ｆ 建物構造 鉄筋コンクリート３Ｆ 

延床面積 ５,２５５.００㎡ 延床面積 ９５６.３２㎡ 延床面積 ９６８.３５㎡ 延床面積 ６６７.５４㎡ 延床面積 １,４８９.８７㎡ 

耐 震 性 不明 耐 震 性 不明 耐 震 性 不明 耐 震 性 不明 耐 震 性 有 

昇降設備 ２０人乗り １基 昇降設備 無 昇降設備 無 昇降設備 無 昇降設備 ２２人乗り １基 

障害者用設備 トイレ・点字案内・手すり 障害者用設備 無 障害者用設備 無 障害者用設備 スロープ 障害者用設備 トイレ・バリアフリー 

名  称 打田町公民館 名  称 保健センター 名  称 すこやかセンター 名  称 ＩＴ親子ホール 名  称 中貴志コミュニティセンター

竣工時期 昭和４９年５月 竣工時期 昭和５５年３月 竣工時期 平成９年１１月 竣工時期 平成１４年１０月 竣工時期 昭和５６年９月 

建物構造 鉄筋コンクリート３Ｆ 建物構造 鉄筋コンクリート２Ｆ 建物構造 鉄筋コンクリート３Ｆ 建物構造 鉄筋コンクリート３Ｆ 建物構造 鉄筋コンクリート３Ｆ 

延床面積 １,４０７.００㎡ 延床面積 ５１０.２８㎡ 延床面積 ２,５８３.１３㎡ 延床面積 １,１７４.４５㎡ 延床面積 １,４０７.２０㎡ 

耐 震 性 不明 耐 震 性 不明 耐 震 性 新耐震基準 耐 震 性 耐震安全性分類 Ⅱ類 耐 震 性 不明 

昇降設備 ９人乗り １基 昇降設備 階段式昇降機 昇降設備 ２０人乗り １基 昇降設備 １１人乗り １基 昇降設備 １３人乗り １基 

建 

 

物 

 

の 

 

状 

 

況 

障害者用設備 トイレ 障害者用設備 トイレ 障害者用設備 専用トイレ 障害者用設備 トイレ・スロープ・点字ブロック 障害者用設備 スロープ 

延床面積 ９,９２６.６１㎡ ４,１００.３３㎡ ５,３５６.６２㎡ ３,６１６.４１㎡ ５,９７８.６１㎡ 

敷地面積 ９,５２５.２８㎡ ５,２２７.４１㎡       ４,３８９.００㎡ ６,５２３.４０㎡ １０,３９０.５０㎡ 

建 

 

物 

 

・ 

 

敷 

 

地 

 

関 

 

係 

駐 車 場

(外来用) 

(職員用) 

(公用車) 

 １９７台（内障害者用１３台） 

           ７２台 

           ３８台 

  ６３台（内障害者用 ４台） 

          １１８台 

           ４５台 

  ５１台（内障害者用 ５台） 

           ７２台 

           ２６台 

  ６６台（内障害者用 ６台） 

           ９９台 

           １９台 

  ９２台（内障害者用 ６台） 

          １６７台 

           ４８台 



③ 新市の事務所の事務の方式について

合併後の事務の方式は、住民サービスに直接影響するものであり、いかにして住民福祉を

現在の水準より低下させずに住民に満足が得られる行政運営をするかについて検討して決め

る必要があります。

しかし、現在及び将来にわたっても、厳しい財政状況での行政運営においては、行政経費

の節減による住民福祉の向上を図る必要があるため、将来を見通して十分検討した後に結論

を出す必要があります。

新市の事務所の方式としては、主として「①本庁方式 「②分庁方式 「③総合支所方式」」、 」

の３つがあるとされています。

ただし これらの類型は 相対的 なものであり 例えば 本庁方式 を採用しても 支、 「 」 、 、「 」 、「

所」への決裁権限の委譲が増えれば、実質的には「総合支所方式」へ近くなり、また、その

逆も考えられます。また 「分庁方式」を採用しても 「本庁」の総合的な政策判断の余地が、 、

増えるほど「本庁方式」に近くなると考えられます。

いずれの方式を選択するにせよ、市町村合併の長所を最大限に引き出し、短所を最小限に

抑えるように、地域の実情や社会情勢を勘案しながら、財政支援措置の活用、庁舎間情報ネ

ットワークの整備、人的交流の促進などの工夫を行うことが重要であります。

概 要 長 所 短 所

・事務の効率化が図られる。 ・新庁舎建設に多大な費用新庁舎を建設する場合

・５町の庁舎の機構、組織を ・職員数は大幅に削減でき が必要である。

１箇所に集約する。 る。 ・本庁舎周辺以外の地域に

・残りの庁舎は、窓口的な機 対する住民サービスの低

本 能のみを持たせた支所、出 下が懸念される。

庁 張所となる。

方

式 ・事務の効率化が図られる。 ・本庁舎周辺以外の地域に対既存施設を利用する場合

・１町の庁舎を増改築し機 ・既存施設の利用のため費用 する住民サービスの低下が

構、組織を１箇所に集約す 増改築等 は少なくてすむ 懸念される。（ ） 。

る。 ・職員数は大幅に削減でき

・ 残りの庁舎は、窓口的な機 る。

能のみを持たせた支所、出

張所となる。

・５町の現在の庁舎を分庁と ・既存施設の利用のため費用 ・各部門ごとに窓口が分散す

分 して、行政機能を振り分け （改築等）は少なくてすむ。 るため、住民サービスの低

庁 て利用する。 ・職員数は大幅に削減でき 下が懸念される。

方 例：総務、財政部門→○○町 る。 ・管理部門と分散するため、

式 福祉、環境部門→○○町 事務は非効率である。



概 要 長 所 短 所

総 ・総務・企画・財政部門を除 ・既存施設の利用のため費用 ・現場職員数が合併前と同数

合 き、現在の５町における現 （増築等）は少なくてすむ。 程度必要である。

支 場機能をそのまま残す方式 ・住民や職員にとっても現状 ・管理部門との連携のため情。

所 に近く、住民サービスの低 報化等を進める必要があ

方 下はあまり懸念されない。 る。

式

庁舎の方式（機能）の検討ポイント

・住民の利便性

住民にとってサービスの低下を招かないようどのように機能を分散させるか。

・事務の効率性

合併による事務の効率性を高めるためにはどのようにすべきか。

本庁方式

本庁の業務

・市役所全般の総括

・市の各種施設に係る総合的な企画、立案

・各種業務に係る専門的な住民対応業務

・支所に対する総合的な支援

支所の業務

・住民に対する窓口業務

現在ある町の庁舎の組織、機構すべてを１箇所に集約する方式。残った庁舎は、窓口的な機

能のみを持たせ、支所又は出張所とするもの。

全ての業務を本庁に置き、支所等は直接住民に関わりのある業務のみとする集中方式と、ス

ペースの関係から一部の部門を支所に置く分散方式がある。

【本庁の位置づけ】 （例）全市の機能、組織を集約した機関

【支所・出張所の位置づけ】 （例）窓口サービスを提供する機関



本 庁

（旧町役場）

支所・出張所 支所・出張所 支所・出張所 支所・出張所

（旧町役場） （旧町役場） （旧町役場） （旧町役場）

分庁方式

分庁舎の業務

・行政機能を分割配置

Ａ議会関係、総務部門、企画

Ｂ福祉部門、保健部門、生活環境部門

Ｃ産業部門、建設部門

Ｄ商工部門、観光部門

Ｅ教育委員会

現在の町の庁舎を「分庁舎」として、行政機能を各庁舎に振り分ける方式。

【分庁舎の位置づけ】 業務部門ごとに機能を分担した機関

※Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅの庁舎のいずれかを条例上の事務所の位置とする。

分 庁 分 庁 分 庁 分 庁 分 庁

（旧町役場） （旧町役場） （旧町役場） （旧町役場） （旧町役場）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ



総合支所方式

本庁の業務

・市役所全般の総括

・新市の総合調整事務

・内部管理事務（支所における事務を除く）

・本庁１箇所で処理することが適当かつ効果的な事務

・本庁所管区域内については、総合支所と同様の業務

総合支所の業務

・合併前の町の区域を所管区域とし、本庁において処理する事務を除き住民サービスを提供す

る行政事務全般

・地域振興の拠点として所管区域を対象とした地域振興策を企画、立案

・新市建設計画に予定される地域別整備方針の実現を任務

総務や企画・財政部門を除き、現在の町の庁舎の行政機構をほぼそのまま残す方式。

【本庁の位置づけ】 （例）全市的な中枢管理機関

【総合支所の位置づけ】 （例）地域の事業や住民サービスを直接提供する機関

本 庁

（旧町役場）

総合支所 総合支所 総合支所 総合支所

（旧町役場） （旧町役場） （旧町役場） （旧町役場）



【先進地事例】

（１）兵庫県篠山市（本庁方式）

合併年月日 平成１１年４月１日

合併旧市町村 篠山町・西紀町・丹南町・今田町

人口・面積 ４６，３２５人 ３７７．６１ｋ㎡

・旧篠山町役場を新市の事務所（本庁）とする。事務所スペースの関係から、教育委員会のみ

旧丹南町役場に置き、他の全ての機能は旧篠山町役場（本庁）に置く。旧篠山町以外の役場は

全て支所とする。

職員数は、丹南支所が１５名程度、西紀・今田支所が１０名程度で、支所職員は幅広い知識

や対応が必要とされるようである。

また、合併直後から本庁舎への職員集約を図ったため、収容しきれない部分は周辺の市民会

館等を活用し、議場については、議員の在任特例を採用したため、丹南町役場の一部を改修し

て対応した （現在の議場は本庁）。

篠山市の職員数は合併直後で約６８０名で類似団体よりも約１００名多いことから、交付税

の優遇措置のある合併後１０年間で適正規模まで削減する方針である。

篠山市の支所体制

住民担当 届出・登録・証明・国民年金・税務等

福祉担当 国保・老保・保育園・健康等

住民課

業務管理担当 ゴミ回収・し尿処理受付等

支所長 収納担当 公共料金収納・口座振替手続き等

（ ）地域振興課 地域振興係 地域づくりに関する業務等 ハード含む

（２）香川県東かがわ市（分庁方式）

合併年月日 平成１５年４月１日

合併旧市町村 引田町・白鳥町・大内町

人口・面積 ３７，７６０人 １５３．３４ｋ㎡

・３町の中間に位置する旧白鳥町役場を新市の事務所（本庁）とし、総務部・議会事務局・出

納室を置き、旧引田町役場に事業部・旧大内町役場に市民部・教育委員会を置く分庁方式。

３庁舎とも総合窓口を設ける （なお、議会事務局と委員会室は白鳥庁舎に議場は引田庁舎に。

配置する分散型）また、合併特例債を活用した新庁舎建設も議論されたが、最終的には「新庁

舎を建設する場合は白鳥町内とする」旨協定書に盛り込まれた。また、新市建設計画の中にも

明記されている。

３町で現在３８０人の職員を合併後１０年間で６０人（約１６％）削減する予定である。



東かがわ市の分庁舎体制

白鳥庁舎

（本庁）

総務課

総務部 企画財政課

税務課

出納室 議会

総合窓口 選管

引田庁舎 大内庁舎

経済課 市民生活課

建設課 人権推進室

事業部 土地対策室 市民部 福祉課

水道課 保健課

総合窓口 農業委員会 総合窓口 教育委員会

（３）山口県周南市（総合支所方式）

合併年月日 平成１５年４月１日

合併旧市町村 徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町

人口・面積 １５７，３８３人 ６５６．０９ｋ㎡

・旧徳山市役所を新市の事務所（本庁）とし、全ての機能を置き、他の旧役所・役場は、企画

・総務部門を除いた全ての機能を置いた総合支所とする。ただし、協定書に「合併時の新市の

事務所の位置は、徳山市役所とする 」としている。。

また、総合支所は、現行組織から管理機能の一部を除いた組織として合併前の市町の区域を

所管し、住民サービスを提供する総合行政機関であるとともに、地域振興の拠点として所管区

域を対象とした地域振興策を企画立案し、新市建設計画に予定されている地域別整備方針の実

現を任務とする。



周南市の本庁ー総合支所の関係と総合支所の組織体制

本 庁

旧徳山市庁舎

市全体にかかわる施策

総合的な事務調整・管理

旧徳山市域に係る業務

総合支所 総合支所 総合支所

旧新南陽市庁舎 旧熊毛町庁舎 旧鹿野町庁舎

管理機能の一部を除き総合行政機能

地域振興策を企画立案する

それぞれの旧町地域に係る事務

新南陽総合市所 熊毛総合支所 鹿野総合支所

管理部門 地域振興課 管理部門 地域振興課 管理部門 地域振興課

総務課 総務課 総務課

税務課 税務課 税務課

住民・福祉 ｺﾐｭﾆﾃｨ課 住民・福祉 市民生活課 住民・福祉 市民生活課

部門 環境対策課 部門 健康福祉課 部門 健康福祉課

福祉課

児童家庭課

保健年金課

健康増進課

産業部門 産業振興課 産業部門 産業振興課 産業部門 産業振興課

農委事務局 農委事務局 農委事務局

土木部門 土木建築課 土木部門 土木建築課 土木部門 施設課

都市整備課 都市整備課

区画整理課

下水道課

出納部門 会計課分室 出納部門 会計課分室 出納部門 会計課分室

教育部門 教育総務課 教育部門 教育総務課 教育部門 教育総務課

生涯学習課 社会教育課 社会教育課

市民ｽﾎﾟｰﾂ課



（４）香川県さぬき市（本庁方式＋分庁方式）

合併年月日 平成１４年４月１日

合併旧市町村 志度町・津田町・大川町・寒川町・長尾町

人口・面積 ５７，７７２人 １５８．８４ｋ㎡

・旧志度町役場の庁舎を本庁とするが、最北部に位置することなどへの他町の懸念もあり 「当、

面の本庁舎」と位置づけ、合併協定書にもその旨記されている。

総務部に残り４町の旧町役場を支所とし総務課、福祉課、業務管理課を配置する。一方で、

教育委員会を津田支所内、福祉事務所を長尾支所内、水道局を大川支所内、情報政策拠点を寒

川支所内に置き、分庁的に配置している。

さぬき市の支所体制

総務係 登録係

総務課 地域振興係 証明係

収納係 交通防犯係

届出係 税務課

福祉係 老人保健係

福祉課 国民年金係 福祉医療係

支所長 国保係 健康係

医療費助成係 介護保険係

環境衛生係 住宅管理係

業務管理課 建設係 廃水処理係

産業振興係 水道係

教育分室



④ 新市の事務所の建設の是非について

新市の庁舎建設について、ただ単に建設の是非だけでなく、新しい庁舎が必要であるかど

うかについて検討する必要もあります。合併先進地においても、新庁舎の位置や建設の可否

についての検討に多くの時間が費やされたが、検討結果として 「①新庁舎を建設する 「②、 」

新庁舎を建設しない 「③当面の庁舎を決定し、新市において改めて検討する」の３つに分類」

できると考えられます。

●合併に伴い新市の庁舎を建設する判断要件

・５町の庁舎が老朽化して、又整備等が整っていないため新市の事務所として利用できない

・５町の庁舎が現在でも狭あいであり、新市の事務所として効果的・効率的な行政運営に支

障をきたす恐れがある場合

・５町の庁舎の位置と、幹線道路・公共交通機関の駅等の距離があり、住民の利用に著しく

支障がある場合

・将来にわたって住民サービスの向上を図ったうえにおいても財政的に余裕があり、新庁舎

建設に住民の理解が得られる場合

長 所 短 所

庁 ・新庁舎は新市のシンボルにもなり、新 ・新庁舎を建設するとなると莫大な費用がかか

舎 市誕生の印象が強い。 る。

を ・新庁舎は新しく、一般的には大きい。 ・旧庁舎を除却しない場合には、たとえ支所と

建 ・職員が一堂に会する場合に、多くの職 して機能させるとしても建物の大部分が空き

設 員を収容できる。 スペースとなり、これをどのように活用する

す かの検討が必要となる。

る ・新市発足時には、新庁舎建設が間に合わない

場 ・新庁舎がない地域は、新庁舎がある地域より

合 寂れる懸念がある。

庁 ・それぞれの現在の庁舎の有効活用が図 ・職員が一堂に会する場合に、その職員を一つ

舎 られる。 の庁舎に収容するのが困難である。

を ・事務の方式によっては、住民がこれま ・合併当初に議員の在任特例等が採用された場

建 でと同じ庁舎サービスが受けられ、戸 合は、議場の収容能力が課題となる。

設 惑いが少ない。

し ・既存施設を利用する場合、改装費程度

な で済む。

い ・新庁舎の建設費用に相当する額が、新

場 市における他の事業の財源として活用

合 できる。
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